
 

学校の臨時休業に伴う生徒のメンタルケアについて 

 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解のほどありがとうございます。 

 さて、練馬区教育委員会より新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4 月 6 日より 5

月 6 日までの間、臨時休業する通知が行われました。年度初めで生徒にとっては学校生活

の不安だけでなく、今回の感染症の拡大という社会状況の中、ストレス等により様々な心配

事が生じやすくなっています。そこで、学校では下記の日程でスクールカウンセラー、養護

教諭等による相談を受け付けています。また、学校教育支援センターでも相談窓口を設けて

います。保護者の皆様におかれましては、ぜひ、ご利用ください。 

 

記 

 

教育相談日 

【スクールカウンセラー】 

4 月 16 日（木）、23 日（木）、30 日（木） 5 月 7 日（木） 

【心のふれあい相談員】 

4 月 14 日（火）、21 日（火）、28 日（火） 

 

学校及び練馬区の教育相談窓口  

豊玉第二中学校          電話 090－3230－4740 

学校教育支援センター教育相談室  電話 5998－0091 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

練馬区立豊玉第二中学校 

副校長   木原 賢三 

電 話  3993－4212 

 



 

 

 

豊玉第二中学校より生徒および保護者の皆様へ 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解のほどありがとうございます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、7 日、緊急事態宣言が発令されました。

そのため、学校においても臨時休業期間中以下の対応をいたします。感染症拡大防止のため

の緊急的かつ不可欠な措置として、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。 

１．学校参集日については、学年ごとに参集日を 1 日設定し、自宅学習の課題などを生徒が

個別に取りに来る日を設定します。参集日については後日、お知らせいたします。 

２．保護者会は実施しません。 

３．部活動は実施しません。 

ご家庭においても、不要な外出を自粛し、生徒の体調管理を心がけ、咳エチケット（マスク

の着用）等の徹底をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊玉第二中学校より生徒および保護者の皆様へ 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解のほどありがとうございます。 

 さて、本校においては練馬区の臨時休校の延長の措置を受け、学習課題の提示および提出

物の回収のため、下記のような対応をいたします。何卒ご理解のほどお願いします。 

１．学校参集日について 

 2 学年  4 月 14 日（火） 

  2 年Ａ組男子：午前 9 時より 10 時 

  2 年Ａ組女子：午前 10 時 30 分より午前 11 時 30 分 

2 年Ｂ組男子：午後 1 時より 2 時 

2 年 B 組女子：午後 2 時 30 分より 3 時 30 分 

※指定日に都合がつかない場合は、個別に学校にご相談ください。 

２．提出物 



・個人カード、保健調査票、結核問診票、健康観察カード、課題作文、社会科課題 

 ※1 学期振り返りシート(未提出者のみ) 

３．その他 

・生徒の体調管理には十分配慮するとともに、参集日においては、検温を行い健康カードの

記入と押印をお願いします。また、咳エチケット（マスクの着用を含む）等の徹底をお願い

します。また、風邪のような症状がある場合や体調不良の場合は、登校をご遠慮ください。 

 

 

 

 

豊玉第二中学校より新入生および新入生保護者の皆様へ 

 

日頃より本校の教育活動にご理解のほどありがとうございます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、7 日、緊急事態宣言が発令されました。

そのため、学校においても臨時休業期間中以下の対応をいたします。感染症拡大防止のため

の緊急的かつ不可欠な措置として、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。 

１．入学式について 

 

２．学校参集日について 

  

３．その他 

・教科書等 

 

 

 


